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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のケースと、
　前記第１のケースの上方に回動可能に設けられた第２のケースと、
　前記第２のケースの上方に回動可能に設けられた蓋体と、
　前記第１のケースに対する前記第２のケースの回動を規制する第１のロック部材と、
　前記第２のケースに対する前記蓋体の回動を規制する第２のロック部材と、
　前記第１のケース及び前記第２のケースのいずれかに設けられて前方に突出する一対の
ハンドルベース部に回動可能に支持されたハンドルと、を備え、
　前記第２のケースは、前記第１のケースの一方の前記ハンドルベース部と連なる凸部を
有し、前記ハンドルベース部と前記凸部を貫くように施錠用穴が設けられている、電動工
具収納ケース。
【請求項２】
　前記第１のロック部材を支持する前記第１のケースの第１のロック支持部と、第２のロ
ック部材を支持する前記第２のケースの第２のロック支持部とが、相互に略等しい前後方
向位置に設けられている、請求項１に記載の電動工具収納ケース。
【請求項３】
　前記第１及び第２のケースを相互に連結する一対の第１の回動支持部と、前記第２のケ
ース及び前記蓋体を相互に連結する一対の第２の回動支持部とが、横方向に関して略同一
位置に設けられ、前記第１及び第２のケースの少なくともいずれかは、対をなす回動支持
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部間が外側に広がっている、請求項１又は２に記載の電動工具収納ケース。
【請求項４】
　第１のケースと、
　前記第１のケースの上方に回動可能に設けられた第２のケースと、
　前記第２のケースの上方に回動可能に設けられた蓋体と、
　前記第１のケースに対する前記第２のケースの回動を規制する第１のロック部材と、
　前記第２のケースに対する前記蓋体の回動を規制する第２のロック部材と、を備え、
　前記第１又は第２のケースに設けられたベルト穴が、上方から見て前記蓋体によって隠
れている、電動工具収納ケース。
【請求項５】
　前記第２のケースにＬ字状収納部が設けられ、前記Ｌ字状収納部の角部が凹んで深くな
っている、請求項１から４のいずれか一項に記載の電動工具収納ケース。
【請求項６】
　前記第２のロック部材は、操作部と、前記操作部に回動可能に連結され、前記第２ケー
スに対する前記蓋体の回動を規制可能に構成された本体部と、を有しており、
　前記第２のロック部材は、前記操作部を上方に回動させると前記第２ケースに対する前
記蓋体の回動の規制を解除でき、前記操作部を下方に回動させると前記第２ケースに対す
る蓋体の回動の規制を有効化できるよう構成されている、請求項１から５のいずれか一項
に記載の電動工具収納ケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯用電動工具を収納する電動工具収納ケースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電動工具収納ケースは、例えば下記特許文献１に示されるように、収納側ケースの上方
に蓋側ケースを回動可能に支持し、蓋側ケース上に蓋体（カバー）を回動可能に支持した
構成を有する。収納側ケースと蓋側ケースによって形成される空間には電動工具や充電器
が収納可能で、蓋側ケースと蓋体によって形成される空間には先端工具等の小物が収納可
能である。収納側ケースに対する蓋側ケースの回動、及び蓋側ケースに対する蓋体の回動
は、それぞれラッチによって係止可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－６４２２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の電動工具収納ケースは、蓋側ケースに対する蓋体の係止力が弱く、蓋体が蓋側ケ
ースから外れやすいという課題があった。また、蓋体の外壁が全面的に蓋側ケースの上面
の内側に隠れる構成のため、蓋体を手で開けにくく、また防水性の点でも改善の余地があ
った。
【０００５】
　本発明はこうした状況を認識してなされたものであり、その目的は、蓋体を確実に係止
することの可能な電動工具収納ケースを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の第１の態様は、電動工具収納ケースである。この電動工具収納ケースは、
　第１のケースと、
　前記第１のケースの上方に回動可能に設けられた第２のケースと、
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　前記第２のケースの上方に回動可能に設けられた蓋体と、
　前記第１のケースに対する前記第２のケースの回動を規制する第１のロック部材と、
　前記第２のケースに対する前記蓋体の回動を規制する第２のロック部材と、
　前記第１のケース及び前記第２のケースのいずれかに設けられて前方に突出する一対の
ハンドルベース部に回動可能に支持されたハンドルと、を備え、
　前記第２のケースは、前記第１のケースの一方の前記ハンドルベース部と連なる凸部を
有し、前記ハンドルベース部と前記凸部を貫くように施錠用穴が設けられている。
【００２０】
　前記第１のロック部材を支持する前記第１のケースの第１のロック支持部と、第２のロ
ック部材を支持する前記第２のケースの第２のロック支持部とが、相互に略等しい前後方
向位置に設けられてもよい。
【００２１】
　前記第１及び第２のケースを相互に連結する一対の第１の回動支持部と、前記第２のケ
ース及び前記蓋体を相互に連結する一対の第２の回動支持部とが、横方向に関して略同一
位置に設けられ、前記第１及び第２のケースの少なくともいずれかは、対をなす回動支持
部間が外側に広がっていてもよい。
【００２２】
　本発明の第２の態様は、電動工具収納ケースである。この電動工具収納ケースは、
　第１のケースと、
　前記第１のケースの上方に回動可能に設けられた第２のケースと、
　前記第２のケースの上方に回動可能に設けられた蓋体と、
　前記第１のケースに対する前記第２のケースの回動を規制する第１のロック部材と、
　前記第２のケースに対する前記蓋体の回動を規制する第２のロック部材と、を備え、
　前記第１又は第２のケースに設けられたベルト穴が、上方から見て前記蓋体によって隠
れている。
【００２３】
　前記第２のケースにＬ字状収納部が設けられ、前記Ｌ字状収納部の角部が凹んで深くな
っていてもよい。
【００２６】
　前記第２のロック部材は、操作部と、前記操作部に回動可能に連結され、前記第２ケー
スに対する前記蓋体の回動を規制可能に構成された本体部と、を有しており、
　前記第２のロック部材は、前記操作部を上方に回動させると前記第２ケースに対する前
記蓋体の回動の規制を解除でき、前記操作部を下方に回動させると前記第２ケースに対す
る蓋体の回動の規制を有効化できるよう構成されていてもよい。
【００２８】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法やシステムなどの間で変換
したものもまた、本発明の態様として有効である。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、蓋体を確実に係止することの可能な電動工具収納ケースを提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施の形態に係る電動工具収納ケース１の上方斜視図。
【図２】同下方斜視図。
【図３】中央ラッチ５０を解除する途中の電動工具収納ケース１の上方斜視図。
【図４】同下方斜視図。
【図５】中央ラッチ５０を解除した状態の電動工具収納ケース１の上方斜視図。
【図６】同下方斜視図。
【図７】背後から見た電動工具収納ケース１の上方斜視図。
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【図８】同下方斜視図。
【図９】電動工具収納ケース１の正面図。
【図１０】中央ラッチ５０を解除した状態の電動工具収納ケース１の正面図。
【図１１】電動工具収納ケース１の平面図。
【図１２】電動工具収納ケース１の底面図。
【図１３】図９のＡ－Ａ断面図。
【図１４】図１３と同じ切断面で中央ラッチ５０を解除する途中を示した断面図。
【図１５】図１３と同じ切断面で中央ラッチ５０を解除した状態を示した断面図。
【図１６】図９のＢ－Ｂ断面図。
【図１７】図１１のＣ－Ｃ断面図。
【図１８】図１７の要部拡大図。
【図１９】図５の中央ラッチ５０の近傍の拡大図。
【図２０】蓋側ケース２０のＬ字状収納部２９にアングルビットアダプタ９１を収納し且
つ蓋体３０を開けた状態の電動工具収納ケース１の斜視図。
【図２１】蓋側ケース２０のＬ字状収納部２９にフレキシブルビットアダプタ９２を曲げ
て収納し且つ蓋体３０を開けた状態の電動工具収納ケース１の斜視図。
【図２２】蓋側ケース２０のＬ字状収納部２９にフレキシブルビットアダプタ９２を真っ
直ぐに収納し且つ蓋体３０を開けた状態の電動工具収納ケース１の斜視図。
【図２３】蓋側ケース２０を開けた状態の電動工具収納ケース１の斜視図。
【図２４】メインケース１０、蓋側ケース２０、及び蓋体３０を互いに異なる角度に回動
させた状態の電動工具収納ケース１の斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、図面を参照しながら本発明の好適な実施の形態を詳述する。なお、各図面に示さ
れる同一または同等の構成要素、部材等には同一の符号を付し、適宜重複した説明は省略
する。また、実施の形態は発明を限定するものではなく例示であり、実施の形態に記述さ
れるすべての特徴やその組み合わせは必ずしも発明の本質的なものであるとは限らない。
【００３３】
　本実施の形態では、前後、上下、左右の各方向を、図１により定義する。本実施の形態
の電動工具収納ケース１は、第１のケースとしてのメインケース１０と、第２のケースと
しての蓋側ケース（サブケース）２０と、蓋体３０と、第１のロック部材としての一対の
側部ラッチ４０と、第２のロック部材としての中央ラッチ５０と、ハンドル６０と、を備
える。
【００３４】
　メインケース１０は、例えば樹脂製であり、図２３に現れる内部空間（第１の収納部）
には、電動工具本体や電池パック、充電器等をそれぞれ収納可能である。図２に示すよう
に、メインケース１０は、底面部１１と、底面部１１から立ち上がる外壁部１２と、を有
する。底面部１１の４つの角部近傍には、スタッキング用凸部１１ａがそれぞれ設けられ
る。図１に示すように、メインケース１０は、前面の両端部にそれぞれベルト穴１９を有
する。一対のベルト穴１９は、上方から見て蓋体３０によって隠れている（図１１）。
【００３５】
　蓋側ケース２０は、例えば樹脂製であり、図２０～図２２に現れる内部空間（第２の収
納部）には、各種小物を収納可能である。蓋側ケース２０には、好ましくは図２０～図２
２に示すようにＬ字状収納部２９が設けられる。これにより、図２０に示すようにＬ型の
アングルビットアダプタ９１をＬ字状収納部２９に収納したり、図２１に示すように長尺
のフレキシブルビットアダプタ９２を曲げてＬ字状収納部２９に収納したりすることがで
きる。図２１に示すように、Ｌ字状収納部２９の角部２９ａは、好ましくは凹んで深くな
っている。これにより、図２０に示すように、Ｌ字の角部に高さがあるアングルビットア
ダプタ９１を収納するのに必要な深さを好適に確保できる。更に、蓋側ケース２０には、
図２０に示すように、例えば左右寸法１１３ｍｍ、前後寸法９３ｍｍ、上下寸法３１ｍｍ
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以上の中央収納部９６が設けられる。これにより長さ１１３ｍｍ、幅φ３１ｍｍのちょい
曲げソケット９３を３本収納可能である。更に、蓋側ケース２０には、例えば左右寸法１
１０ｍｍ、前後寸法８３ｍｍ以上の中央前収納部９７設けられる。これにより長さ１１０
ｍｍ、横幅８３ｍｍのケース付き１０本ビットセット９４を収納可能である。左側収納部
９５やＬ字状収納部２９以外の収納部を追加して、蓋側ケース２０の中央付近にも大きな
容量を持つ収納部を複数設けることにより利便性を向上することができる。
【００３６】
　蓋側ケース２０は、メインケース１０の上方に回動可能に設けられる。具体的には、蓋
側ケース２０は、後部において図７、図８及び図１６に示す第１のヒンジ部（第１の回動
支持部）７０によってメインケース１０に回動可能に連結され、メインケース１０に対す
る蓋としても機能する。図１８に示すように、蓋側ケース２０の外壁部２２の下端部は、
メインケース１０の外壁部１２の上端面に形成された凹溝１３内に入り込み、凹溝１３と
インロー構造を成している。すなわち、インロー構造とは複数の部材に設けられたそれぞ
れの凹凸部が互いに嵌り合う構造を意味している。
【００３７】
　蓋体３０は、例えば樹脂製であり、蓋側ケース２０の上方に回動可能に設けられる。具
体的には、蓋体３０は、後部において図７、図８及び図１６に示す一対の第２のヒンジ部
（第２の回動支持部）８０によって蓋側ケース２０に回動可能に連結され、蓋側ケース２
０に対する蓋として機能する。蓋体３０は、上面部３１と、上面部３１から下方に延びて
電動工具収納ケース１の側方に露出した外壁部３２と、を有する。図１に示すように、上
面部３１の４つの角部近傍には、上面部３１の縁から離間したスタッキング用凹部３１ａ
がそれぞれ設けられる。複数の電動工具収納ケース１を積み重ねる際には、メインケース
１０の底面部１１に設けられたスタッキング用凸部１１ａを、蓋体３０の上面部３１に設
けられたスタッキング用凹部３１ａに嵌める。
【００３８】
　図１８に示すように、蓋体３０の外壁部３２は、蓋側ケース２０の外壁部２２と側壁部
２８との間に延び、外壁部２２及び側壁部２８とインロー構造（第１のインロー構造）を
成している。すなわち、外壁部３２が外壁部２２と側壁部２８との間に位置し、外壁部３
２の先端部が外壁部２２と側壁部２８とで形成された凹溝に入り込むように構成している
。蓋体３０は、外壁部３２の内側に凸条部３３を有する。凸条部３３は、蓋側ケース２０
の側壁部２８の上部に設けられた凹溝２８ａ内に入り込み、凹溝２８ａとインロー構造（
第２のインロー構造）を成している。図１６に示すように、蓋体３０の外壁部３２は、側
部ラッチ４０と蓋側ケース２０の側壁部２８との間に延在する。
【００３９】
　図７及び図８に示すように、第１のヒンジ部７０及び第２のヒンジ部８０は、横方向に
関して略同一位置に設けられる。図１１及び図１２に示すように、メインケース１０及び
蓋側ケース２０は、対をなす回動支持部間が外側（後方）に広がっていて、収納容量が増
加されている。
【００４０】
　ハンドル６０は、例えば樹脂性であってコの字ないしＵ字状に形成され、メインケース
１０の前方に回動可能に支持される。具体的には、メインケース１０の前面（前方に臨む
外壁部１２）には一対のハンドルベース部１６が突設され（前方に突出するように設けら
れ）、この一対のハンドルベース部１６にハンドル６０の両端部がそれぞれ不図示の連結
ピンによって回動可能に連結される。各ハンドルベース部１６からは、ハンドル保護用リ
ブ１７が下方に延長して設けられ、図１に示すように寝かせた状態のハンドル６０の両外
側面を保護する。
【００４１】
　一対の側部ラッチ４０は、例えば樹脂性かつ互いに同一構成であってハンドル６０の両
側に分かれて設けられ、メインケース１０に対する蓋側ケース２０の回動を規制する（蓋
側ケース２０をメインケース１０に対して回動不能にロックする）。側部ラッチ４０は、
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本体部４１及び操作部４２を含む。操作部４２は、図１６に示す支点ピン（連結ピン）４
３によってメインケース１０に回動可能に支持される。具体的には、メインケース１０の
前面には一対の側部ラッチ支持部（第１のロック支持部）１５が突設され（前方に突出す
るように設けられ）、各々の側部ラッチ支持部１５に支持された支点ピン４３（図１６）
が、各々の側部ラッチ４０の操作部４２をメインケース１０に回動可能に連結する。
【００４２】
　側部ラッチ４０の本体部４１は、図１６に示すように上部に係止部（係止凸部）４１ａ
を有し、係止部４１ａが蓋側ケース２０の前面上部に設けられた係止部（係止凸部）２３
と係合する（係止部２３をクランプする）ことで、メインケース１０に対する蓋側ケース
２０の回動が規制される。本体部４１は、下部において図１６に示す作用点ピン（連結ピ
ン）４４によって操作部４２に回動可能に連結される。
【００４３】
　側部ラッチ４０による回動規制を解除するには、支点ピン４３を支点にして操作部４２
を上方（図１６の時計回り方向）に回動させ、作用点ピン４４と共に本体部４１を上方に
持ち上げて係止部４１ａと蓋側ケース２０の係止部２３との係合を解除し、本体部４１を
下方（図１６の反時計回り方向）に回動させればよい。側部ラッチ４０による回動規制を
有効化するには、支点ピン４３を支点にして操作部４２を上方に回動させ、本体部４１の
係止部４１ａを蓋側ケース２０の係止部２３に係合させ（引っ掛け）、操作部４２を下方
に回動させればよい。
【００４４】
　中央ラッチ５０は、例えば樹脂性であり、蓋側ケース２０に対する蓋体３０の回動を規
制する（蓋体３０を蓋側ケース２０に対して回動不能にロックする）。中央ラッチ５０は
、横方向に関して一対のハンドルベース部１６の相互対向面間に位置する。中央ラッチ５
０の横幅は、前記相互対向面間の距離の３０％以上、あるいは４０ｍｍ以上という二条件
の少なくともいずれかを満たす。中央ラッチ５０の横幅は、図示の例では前記相互対向面
間の距離と同等ないしそれより僅かに小さい程度まで大きく確保されている。
【００４５】
　中央ラッチ５０は、本体部５１及び操作部５２を含む。操作部５２は、コの字ないしＵ
字状に形成され、図１３に示す支点ピン（連結ピン）５３によって蓋側ケース２０に回動
可能に支持される。具体的には、蓋側ケース２０の前面（前方に臨む外壁部２２）には一
対の中央ラッチ支持部（第２のロック支持部）２５が突設され（前方に突出するように設
けられ）、各々の中央ラッチ支持部２５に支持された支点ピン５３（図１３）が、中央ラ
ッチ５０の操作部５２の両端部をそれぞれ蓋側ケース２０に回動可能に連結する。
【００４６】
　中央ラッチ５０の本体部５１は、前方視で図９に示すようにＴ字状に形成され、図５及
び図１９に示すように上辺部に２つの係止部（係止凸部）５１ａを有する。２つの係止部
５１ａは、好ましくは本体部５１の上辺部の左右両端部近傍にそれぞれ設けられる。図１
３に示すように、中央ラッチ５０の本体部５１の係止部５１ａが、蓋体３０の前面上部に
設けられた２つの係止部（係止凸部）３８とそれぞれ係合する（係止部３８をクランプす
る）ことで、蓋側ケース２０に対する蓋体３０の回動が規制される。本体部５１は、操作
部５２のコの字ないしＵ字の内側に延在した下部（Ｔ字の先端部）において図１３に示す
作用点ピン（連結ピン）５４によって操作部５２に回動可能に連結される。
【００４７】
　中央ラッチ５０による回動規制を解除するには、図１３の状態（回動規制有効状態）か
ら支点ピン５３を支点にして操作部５２を上方（図１３の時計回り方向）に回動させ、図
１４に示すように作用点ピン５４と共に本体部５１を上方に持ち上げて２つの係止部５１
ａと蓋体３０の２つの係止部３８との係合を一括して解除し、図１５に示すように本体部
５１を下方（図１３の反時計回り方向）に回動させればよい。中央ラッチ５０による回動
規制を有効化するには、図１５の状態（回動規制解除状態）から支点ピン５３を支点にし
て操作部５２を上方に回動させ（図１４）、図１３に示すように本体部５１の２つの係止
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部５１ａを蓋体３０の２つの係止部３８に一括して係合させ（引っ掛け）て操作部５２を
下方に回動させればよい。
【００４８】
　図１及び図５から明らかなように、蓋体３０は、回動規制有効状態の中央ラッチ５０の
本体部５１の背後となる位置に把手部３４を有する。把手部３４は、蓋体３０の前面の凹
部３６内に設けられたコの字ないしＵ字状の凸部である。なお、蓋体３０の前述の２つの
係止部３８は、把手部３４の左右両肩部にそれぞれ設けられている。把手部３４のコの字
ないしＵ字状の内側は指入れスペース３７であり、図５に示す回動規制解除状態（中央ラ
ッチ５０の本体部５１が下方に回動した状態）では、指入れスペース３７に指を入れ把手
部３４を利用して蓋体３０を蓋側ケース２０に対して上方に回動可能である（図２０～図
２２）。一対の中央ラッチ支持部２５は、それぞれ把手部３４と連なるように設けられ、
中央ラッチ支持部２５同士の間の空間も指入れスペース３７として利用できる（図５）。
把手部３４の指入れスペース３７に臨む下面（指の引っ掛け部）には、多数の凹凸が形成
され、指が滑りにくくなっていると共に、指入れスペース３７を分かり易くしている。
【００４９】
　図１９に示すように、蓋側ケース２０は、中央ラッチ５０の操作部５２の回動下限位置
を定めるストッパ部２４を有する。ストッパ部２４は、蓋側ケース２０の前面の２つの中
央ラッチ支持部２５の各両側にそれぞれ設けられた合計４つの凸部である（図１９には中
央ラッチ支持部２５の左側にあるストッパ部２４のみが現れる）。操作部５２は、ストッ
パ部２４と係合（当接）した回動下限位置にあるとき、蓋側ケース２０をメインケース１
０に対して回動させる際（特に蓋側ケース２０を閉じる際）にメインケース１０と干渉し
ない。中央ラッチ５０の本体部５１の回動下限位置は、図６に示すように操作部５２との
係合（当接）によって定められる。
【００５０】
　２つの側部ラッチ支持部１５及び中央ラッチ支持部２５は、相互に略等しい前後方向位
置に設けられ、図１１に示すように、２つの側部ラッチ４０及び中央ラッチ５０は、相互
に略等しい前後方向位置に存在する。
【００５１】
　蓋側ケース２０は、メインケース１０の一対のハンドルベース部１６とそれぞれ連なる
一対の凸部２６を前面に有し、右側のハンドルベース部１６と凸部２６を上下に貫くよう
に施錠用穴（鍵穴）２７が設けられている。
【００５２】
　本実施の形態によれば、下記の効果を奏することができる。
【００５３】
(1) 中央ラッチ５０は、横幅が一対のハンドルベース部１６の相互対向面間の距離の３０
％以上又は４０ｍｍ以上という二条件の少なくともいずれかを満たす大型のものであるた
め、従来と比較して蓋側ケース２０に対して蓋体３０を強い係止力で確実に回動規制でき
、蓋体３０が蓋側ケース２０から外れにくい。
【００５４】
(2) 中央ラッチ５０の本体部５１は、幅方向両端部近傍にそれぞれ係止部５１ａを有し、
蓋体３０の２つの係止部３８と係合するため、係止力を幅広く効かせることができる。
【００５５】
(3) 中央ラッチ５０は、本体部５１の２つの係止部５１ａによる係止、解除（蓋体３０の
２つの係止部３８との係合及びその解除）を操作部５２により一括して切替可能なため、
中央ラッチ５０による回動規制の有効、解除の切替が一操作で済み、蓋体３０の開閉が行
いやすい。
【００５６】
(4) 蓋体３０は、回動規制有効状態の中央ラッチ５０の本体部５１の背後となる位置に把
手部３４を有し、回動規制解除状態では把手部３４を利用して蓋体３０を蓋側ケース２０
に対して上方に回動可能なため、蓋体３０を開ける操作性が良い。このとき、把手部３４
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のコの字ないしＵ字状の内側は指入れスペース３７であり、回動規制解除状態では、指入
れスペース３７に指を入れ把手部３４に指を引っ掛けることができ、把手部３４にアクセ
スしやすい。また、一対の中央ラッチ支持部２５の間の空間も指入れスペース３７として
利用でき、指を確実に入れるための広いスペースを確保できる。さらに、把手部３４の指
入れスペース３７に臨む下面（指の引っ掛け部）は、多数の凹凸（ギザギザ形状）により
滑りにくくなっているため、把手部３４のグリップ性が良好となると共に、指入れスペー
ス３７を分かり易くしている。
【００５７】
(5) 蓋側ケース２０は、中央ラッチ５０の操作部５２の回動下限位置を定めるストッパ部
２４を有し、ストッパ部２４により操作部５２の回動下限位置は、蓋側ケース２０の開閉
時にメインケース１０と干渉しないように定められるため、蓋側ケース２０の開閉を引っ
掛かり無くスムーズに行えて操作性が良い。
【００５８】
(6) ２つの側部ラッチ支持部１５及び中央ラッチ支持部２５は、相互に略等しい前後方向
位置に設けられるため、中央ラッチ支持部２５が側部ラッチ支持部１５より後方に位置す
る場合と比較して収納容量を大きく確保できる。
【００５９】
(7) 第１のヒンジ部７０及び第２のヒンジ部８０は、横方向に関して略同一位置に設けら
れ、メインケース１０及び蓋側ケース２０は、対をなす回動支持部間が外側（後方）に広
がっているため、収納容量を大きく確保できる。
【００６０】
(8) 蓋側ケース２０の前面右側の凸部２６と右側のハンドルベース部１６を上下に貫くよ
うに施錠用穴２７が設けられるため、一対のハンドルベース部１６の間には施錠用穴２７
を設けるスペースが不要となり、中央ラッチ５０の横幅を一対のハンドルベース部１６の
間で最大限に広くすることができる。
【００６１】
(9) 蓋体３０が側方に露出した外壁部３２を有するため、蓋体３０の強度が高められると
共に、蓋体３０に手を掛けて蓋体３０を開けやすく、また蓋側ケース２０の収納容量を増
やすことができる。更に、外壁部３２が蓋側ケース２０の側壁部２８とインロー構造を成
すため、防水性が高い。更に、蓋体３０が上方から見てベルト穴１９を隠すため、デザイ
ン性が高い。
【００６２】
(10) 蓋体３０の凸条部３３と蓋側ケース２０の凹溝２８ａとがインロー構造を成し、蓋
体３０の外壁部３２と蓋側ケース２０の側壁部２８とのインロー構造と合わせて二重イン
ロー構造となっているため、防水性が高い。
【００６３】
(11) 蓋側ケース２０にＬ字状収納部２９が設けられているため、Ｌ字形状のアングルビ
ットアダプタ９１や長尺のフレキシブルビットアダプタ９２を好適に収納可能となる。ま
た、Ｌ字状収納部２９の角部２９ａが深くなっているため、Ｌ字の角部に高さがあるアン
グルビットアダプタ９１を収納するのに必要な深さを好適に確保できる。更に、蓋側ケー
ス２０に中央収納部９６が設けられているため、ちょい曲げソケット９３を３本、好適に
収納可能となる。加えて、蓋側ケース２０に中央前収納部９７が設けられているため、ケ
ース付き１０本ビットセット９４を好適に収納可能となる。また、左側収納部９５やＬ字
状収納部２９以外の収納部を追加することで、蓋側ケース２０の中央付近にも大きな容量
を持つ収納部を複数設けることにより利便性を向上することできる。
【００６４】
(12) 蓋体３０の上面部３１にスタッキング用凹部３１ａが設けられ、各スタッキング用
凹部３１ａが上面部３１の縁から離間しているため、水がケース内に入りにくく、防水性
が高い。
【００６５】
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　以上、実施の形態を例に本発明を説明したが、実施の形態の各構成要素や各処理プロセ
スには請求項に記載の範囲で種々の変形が可能であることは当業者に理解されるところで
ある。
【符号の説明】
【００６６】
１　電動工具収納ケース、
１０　メインケース（第１のケース）、１１　底面部、１１ａ　スタッキング用凸部、１
２　外壁部、１５　側部ラッチ支持部（第１のロック支持部）、１６　ハンドルベース部
、１７　ハンドル保護用リブ、１９　ベルト穴、
２０　蓋側ケース（第２のケース）、２２　外壁部、２３　係止部（係止凸部）、２４　
ストッパ部、２５　中央ラッチ支持部（第２のロック支持部）、２６　凸部、２７　施錠
用穴、２８　側壁部、２８ａ　凹溝、２９　Ｌ字状収納部、２９ａ　角部、
３０　蓋体、３１　上面部、３１ａ　スタッキング用凹部、３２　外壁部、３３　凸条部
、３４　把手部、３６　凹部、３７　指入れスペース、３８　係止部（係止凸部）、
４０　側部ラッチ（第１のロック部材）、４１　本体部、４１ａ　係止部、４２　操作部
、４３　支点ピン（連結ピン）、４４　作用点ピン（連結ピン）、
５０　中央ラッチ（第２のロック部材）、５１　本体部、５１ａ　係止部、５２　操作部
、５３　支点ピン（連結ピン）、５４　作用点ピン（連結ピン）、
６０　ハンドル、７０　第１のヒンジ部（第１の回動支持部）、８０　第２のヒンジ部（
第２の回動支持部）、９１　アングルビットアダプタ、９２　フレキシブルビットアダプ
タ、９３　長さ１１３ｍｍ、幅φ３１ｍｍのちょい曲げソケット、９４　長さ１１０ｍｍ
、横幅８３ｍｍのケース付き１０本ビットセット、９５　左側収納部、９６　中央収納部
、９７　中央前収納部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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